
平成‐24年度給与支払報告書 総括表記入例 (中城村 )

給

※この総括表は給与支払報告書を提出する際に添付してください。
※所在地、名称等に変更がある場合は、朱書きにて訂正してください。
※記載方法については、役場ホームページをご参照ください。

httx3://ヽ甲vw.vill,nakagusuku.Okinawa.j,/

給与更払報告書 (総括表 )
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※ 記入例の(株)吉の浦の場合、中城村に該当する特別徴収者5名、普通徴収者1名で、計傍孫覇コ訂瓦

☆ 特別徴収欄には中城村に該当する特別徴収者 (在職で給与から住民税を差引きする方)、 または普通徴収欄には中城村に該当する普通徴収者 (退職・乙

欄により給与差引きできない方)を記入して下さい。

☆ 総括表に印字されている郵便番号。所在地。名称などに誤りや変更がある場合は、朱書きにて訂正してください、尚、いずれの場合にも

会社印の押印をお忘れなく !

☆ 年末調整、及び給与支払報告書の提出について、その事務処理を会計事務所等に委託している事業所は、役場送付の総括表を使用して提出するよう会計

事務所等に連絡して下さい。

☆ 中城村に該当がいない場合でも報告人数を0人と記入し、提出して下さい。

☆ 給与支払報告書 (総括表及び個人別明細書)の提出期限は平成24年 1月 31日 (火 )(地方税法第317条の6)ですので、期限内に提出して下さい。

ナ退職・乙欄 給与支払報告書以外 の方 はパート・アルバイト 臨時職員でも特別徴収義務者 になります !ケ
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【お問い合せ】中城村役場 税務課 住民税係 TEL 098-895-2131(内 線 240・ 241)




